
ラ
イ
セ
ン
ス
を
取
得
す
る
、
各
所
属

金
融
機
関
が
定
め
る
ル
ー
ル
を
遵
守

す
る
な
ど
が
要
請
さ
れ
、
手
続
き
が

煩
雑
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
Ｗ
Ｇ
報
告
で
は
、
一

つ
の
資
格
に
よ
り
複
数
業
種
か
つ
多

数
の
金
融
機
関
が
提
供
す
る
多
種
多

様
な
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
利
便
性
が

高
く
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
提
供
す
る
仲

介
業
者
に
適
し
た
業
種
の
創
設
が
提

言
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
改

正
法
は
、
金
融
商
品
販
売
法
を
改
正

し
て
「
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関

す
る
法
律
」（
以
下
、「
金
融
サ
ー
ビ

ス
提
供
法
」
と
い
う
）
と
い
う
名
称

と
し
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
や
金

融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
と
い
う
類
型

を
創
設
し
ま
し
た
。

２　
業
務
範
囲
、
登
録
制

　

改
正
法
は
、「
預
金
等
媒
介
業
務
」、

「
保
険
媒
介
業
務
」、「
有
価
証
券
等

仲
介
業
務
」
ま
た
は
「
貸
金
業
貸
付

媒
介
業
務
」
の
い
ず
れ
か
を
業
と
し

て
行
う
も
の
と
し
て
「
金
融
サ
ー
ビ

ス
仲
介
業
」
と
い
う
概
念
を
定
め
ま

し
た
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
一
一

条
一
項
）。
預
金
、
保
険
、
有
価
証

①
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
創
設

（
銀
行
、
保
険
、
証
券
、
貸
金
に
係

る
金
融
仲
介
業
務
の
提
供
の
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
化
）
と
②
決
済
法
制
の
見
直

し
（
資
金
移
動
業
、
収
納
代
行
等
、

前
払
式
支
払
手
段
）
で
す
。
次
か
ら

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
説
明
し
ま

す
。
な
お
、
本
稿
の
う
ち
意
見
に
わ

た
る
部
分
は
個
人
的
見
解
で
す
。

二
　
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介

業
の
創
設

１　

現
行
法
と
金
融
サ
ー
ビ
ス

仲
介
業
の
創
設

　

現
行
法
で
は
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の

仲
介
を
行
う
た
め
に
は
、
個
別
の
業

態
に
係
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
ご
と
に

必
要
な
ラ
イ
セ
ン
ス
（
銀
行
代
理

業
、
特
定
保
険
募
集
人
、
金
融
商
品

仲
介
業
等
）
を
取
得
す
る
こ
と
が
必

要
で
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
仲
介
を

行
う
際
に
は
取
扱
商
品
・
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
金
融
機
関
の
監
督
等
を

受
け
る
所
属
制
を
採
用
す
る
も
の
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
は
、

各
業
法
に
基
づ
き
許
可
・
登
録
等
の

一
　
は
じ
め
に

　

二
〇
二
〇
年
六
月
五
日
、「
金
融

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
の
利
便
の
向
上

及
び
保
護
を
図
る
た
め
の
金
融
商
品

の
販
売
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
」（
以
下
、「
改
正

法
」
と
い
う
）
が
成
立
し
、
同
月
一

二
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

　

改
正
法
の
主
な
内
容
は
、
二
〇
一

九
年
一
二
月
二
〇
日
に
と
り
ま
と
め

ら
れ
た
「
金
融
審
議
会 
決
済
法
制

及
び
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
法
制
に
関

す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報

告
」（
以
下
、「
Ｗ
Ｇ
報
告
」
と
い

う
）
を
受
け
て
、
金
融
商
品
の
販
売

等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、「
金
融

商
品
販
売
法
」
と
い
う
）、
資
金
決

済
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、「
資
金

決
済
法
」
と
い
う
）
な
ど
を
改
正
す

る
も
の
で
す
。
主
な
改
正
内
容
は
、

決済法制および
金融サービス仲介法制
に関する改正のポイント
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は
会
計
監
査
と
、
い
わ
ゆ
る
業
務
監

査
が
監
査
の
対
象
範
囲
と
な
っ
て
い

ま
し
た
が
、
公
認
会
計
士
監
査
で
は

会
計
監
査
の
み
に
な
り
ま
し
た
。
リ

ス
ク
ア
プ
ロ
ー
チ
監
査
の
徹
底
お
よ

び
処
理
判
断
の
明
確
化
・
文
書
化

等
、
異
な
っ
た
点
も
少
な
か
ら
ず
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
Ｊ
Ａ
等
で
の
対
応

に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
Ｊ
Ａ
に
お

い
て
も
ご
苦
労
さ
れ
た
面
は
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
公

認
会
計
士
監
査
の
一
年
間
を
振
り
返

り
、
監
査
を
実
施
し
て
い
く
な
か
で

検
討
事
項
が
多
か
っ
た
科
目
等
を
取

り
上
げ
る
と
と
も
に
、
当
年
度
以
降

の
監
査
に
向
け
て
留
意
し
た
い
ポ
イ

一　
は
じ
め
に

　

二
〇
一
五
年
九
月
に
農
協
法
が
改

正
さ
れ
、
二
〇
一
九
年
一
〇
月
以
降

の
Ｊ
Ａ
等
の
監
査
が
全
国
農
業
協
同

組
合
中
央
会
（
Ｊ
Ａ
全
国
監
査
機

構
）
に
よ
る
監
査
か
ら
公
認
会
計
士

監
査
に
移
行
し
て
一
年
が
経
過
し
ま

し
た
。
制
度
の
対
象
と
な
っ
た
Ｊ
Ａ

等
に
お
い
て
は
、
初
め
て
の
公
認
会

計
士
監
査
を
経
験
さ
れ
た
こ
と
と
思

い
ま
す
。

　

Ｊ
Ａ
等
が
監
査
を
受
け
る
と
い
っ

た
観
点
で
は
、
大
き
な
相
違
が
あ
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ま

で
の
Ｊ
Ａ
全
国
監
査
機
構
の
監
査
で

ン
ト
を
解
説
し
て
い
き
ま
す
。

　

な
お
、
本
稿
の
意
見
に
わ
た
る
部

分
は
筆
者
の
私
見
で
あ
る
こ
と
を
は

じ
め
に
お
断
り
し
ま
す
。

二　
Ｊ
Ａ
に
お
け
る
監
査

の
ポ
イ
ン
ト

　

農
協
法
が
改
正
さ
れ
、
Ｊ
Ａ
等
に

公
認
会
計
士
監
査
が
導
入
さ
れ
る
と

決
ま
っ
た
と
き
か
ら
懸
念
さ
れ
て
い

た
の
が
、
内
部
統
制
の
整
備
と
見
積

り
判
断
が
多
い
会
計
処
理
に
つ
い
て

で
し
た
。
実
際
、
初
年
度
の
監
査
の

な
か
で
も
、
相
談
事
項
、
検
討
事
項

が
多
か
っ
た
箇
所
か
と
思
い
ま
す
の

で
、
ま
ず
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
記

載
し
て
い
き
ま
す
。

１
．
内
部
統
制

　

内
部
統
制
に
関
し
て
は
、
公
認
会

計
士
監
査
が
内
部
統
制
を
利
用
し
て

実
施
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
農
協
法
の

改
正
後
か
ら
公
認
会
計
士
監
査
導
入

ま
で
の
期
間
に
整
備
さ
れ
て
き
ま
し

た
。

　

Ｊ
Ａ
は
、
信
用
金
庫
・
信
用
組
合

と
は
異
な
り
、
信
用
事
業
以
外
の
、

共
済
事
業
、
経
済
事
業
を
行
っ
て
お

り
、
経
済
事
業
の
な
か
で
も
購
買
、

販
売
、
利
用
事
業
等
様
々
な
事
業
を

行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
統
制
の
業

務
フ
ロ
ー
、
文
書
化
等
に
多
く
の
時

解説

Ｊ
Ａ
監
査
の
ポ
イ
ン
ト

―
公
認
会
計
士
監
査
を
振
り
返
っ
て
―
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具
体
的
に
は
、
渉
外
担
当
者
は
、

「
提
案
活
動
」
に
力
を
入
れ
て
い
き

ま
す
。
窓
口
担
当
者
は
、
ラ
イ
フ
イ

ベ
ン
ト
セ
ー
ル
ス
に
つ
な
が
る
声
か

け
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
、
渉
外
担

当
者
と
情
報
連
携
し
て
、
渉
外
担
当

者
の
提
案
活
動
に
つ
な
げ
て
い
き
ま

す
。

　

本
連
載
で
は
、「
組
合
員
の
心
を

つ
か
む
」
レ
ベ
ル
の
相
談
・
提
案

を
、
よ
り
的
確
・
効
率
的
に
す
る
た

め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う

プ
ロ
セ
ス
を
、
Ｆ
Ｐ
（
フ
ァ
イ
ナ
ン

シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
ナ
ー
）
と
し
て
の

個
人
の
立
場
で
、
わ
か
り
や
す
く
お

伝
え
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

１　

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
サ
ポ
ー
ト

で
資
産
寿
命
を
延
ば
す 

～
金
融
庁
報
告
書
か
ら
～

　

具
体
的
な
説
明
に
入
る
前
に
、
ま

ず
、
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
サ
ポ
ー
ト
の
必

要
性
に
つ
い
て
お
さ
ら
い
し
て
お
き

ま
し
ょ
う
。
皆
さ
ん
の
記
憶
に
ま
だ

新
し
い
と
思
い
ま
す
が
、
昨
年
六
月

に
金
融
庁
が
金
融
審
議
会
の
市
場
ワ

ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
の
報
告
書
と

は
じ
め
に

　

Ｊ
Ａ
バ
ン
ク
中
期
戦
略
（
二
〇
一

九
～
二
〇
二
一
年
度
）
で
は
、
中
長

期
的
視
野
に
立
っ
て
農
業
・
地
域
に

貢
献
す
る
た
め
の
四
本
柱
の
一
つ

に
、「
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
サ
ポ
ー
ト
の

実
践
」
を
置
き
、
取
組
み
の
一
つ
と

し
て
、
資
産
形
成
・
運
用
提
案
業
務

な
ど
の
相
談
・
提
案
活
動
の
強
化
を

検
討
・
実
践
し
て
い
く
こ
と
と
し
て

い
ま
す
（
図
表
１
）。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
拡
大
に
伴
い
、
収
入
減
等
の
経

済
的
不
安
等
に
よ
る
資
産
形
成
の
ニ

ー
ズ
は
今
後
よ
り
高
ま
っ
て
く
る
で

し
ょ
う
。
ま
た
、
ニ
ュ
ー
ノ
ー
マ
ル

（
社
会
変
容
）
を
踏
ま
え
、
感
染
防

止
に
配
慮
し
て
相
談
業
務
を
行
う
ニ

ー
ズ
も
恒
常
的
な
も
の
に
な
る
は
ず

で
す
。
こ
の
よ
う
な
環
境
下
で
は
、

よ
り
的
確
・
効
率
的
に
相
手
の
希
望

す
る
ニ
ー
ズ
を
つ
か
み
、
提
案
を
行

う
ス
キ
ル
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
そ

の
た
め
、
Ｊ
Ａ
職
員
の
皆
さ
ん
に

は
、
行
動
変
革
を
加
速
し
て
い
く
こ

と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

新連載
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